
　　消費税率（国・地方）が、平成２６年４月１日に５％から８％へ引き上げられたことに伴い、消費税収

（現行分の地方消費税を除く。）については、その使途を明確にし、社会保障財源化することとされてお

り、地方公共団体においても、地方消費税収の引き上げ分をすべて社会保障施策に要する経費に充

てるものとされています。

　　以上の趣旨を踏まえ、令和５年度長万部町一般会計予算における地方消費税市町村交付金（社

会保障財源化分）の社会保障施策経費への充当状況について、下記のとおり報告します。

記

（歳入） 市町村交付金（社会保障財源化分）

（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

引上げ分の
地方消費税

（社会保障財源
化分の市町村
交付金）

184,618 131,385 12,032 41,201

心身障害者特別対策費 184,618 131,385 12,032 41,201

66,054 342 7,650 4,305 53,757

予防費 0 0 0

老人福祉総務費 41,190 342 7,650 2,684 30,514

地域会館等管理費 301 20 281

その他 24,563 1,601 22,962

200,760 65,872 4,877 13,084 116,927

一般管理費 5,425 354 5,071

社会福祉総務費 300 20 280

心身障害者特別対策費 4,813 314 4,499

児童福祉総務費 6,344 413 5,931

児童措置費 169,585 65,872 4,877 11,052 87,784

公債費 14,185 924 13,261

その他 108 7 101

27,286 2,183 1,778 23,325

社会福祉総務費 18,251 2,183 1,189 14,879

労働諸費 50 3 47

その他 8,985 586 8,399

478,718 199,782 12,527 31,199 235,210

児童福祉事業

社会福祉事業

小　　計

高齢者福祉事業

令和５年度長万部町一般会計予算における地方消費税市町村交付金（社
会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要す
る経費について

６９,６００千円

１,０６７,９７６千円

（単位：千円）

事業名 経費

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国道支出金 地方債 その他 その他

社会福祉

障害者福祉事業



【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

引上げ分の
地方消費税

（社会保障財源
化分の市町村
交付金）

（単位：千円）

事業名 経費

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国道支出金 地方債 その他 その他

77,375 29,853 0 5,042 42,480

社会福祉総務費 77,375 29,853 5,042 42,480

133,250 23,940 0 8,684 100,626

後期高齢者医療費 133,250 23,940 8,684 100,626

184,619 11,121 0 12,031 161,467

老人福祉費 184,619 11,121 12,031 161,467

395,244 64,914 0 25,757 304,573

21,698 6,534 2,508 1,414 11,242

心身障害者特別対策費 10,902 2,685 2,000 710 5,507

ひとり親家庭福祉費 5,520 1,275 200 360 3,685

児童福祉総務費 5,276 2,574 308 344 2,050

152,528 9,940 142,588

保健衛生総務費 2,528 165 2,363

病院事業費 150,000 9,775 140,225

19,788 600 832 1,290 17,066

一般管理費 39 3 36

児童措置費 39 3 36

保健衛生総務費 20 1 19

予防費 19,298 600 832 1,258 16,608

公園費 39 3 36

常備消防費 156 10 146

学校管理費 66 4 62

社会教育総務費 131 8 123

194,014 7,134 3,340 12,644 170,896

1,067,976 271,830 15,867 69,600 710,679

医療確保事業

疾病予防対策事業

小　　計

合　　計

医療給付事業

社会保険

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

介護保険事業

小　　計

保健衛生


